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○  総務省訓令第１２号 
総務省が平成１７年度に行う事後評価及び施策の実施状況の検証の実施に関する計画を次の

ように定める。 
 平成１７年３月３０日 

総務大臣 麻生 太郎 
 

総務省が平成１７年度に行う事後評価及び施策の実施状況の検証の実施に関する計画 
 
第１ 総則 
  この計画は、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成１３年法律第８６号。以下「法」

という。）第７条に基づき、及び総務省政策評価基本計画（平成１６年総務省訓令第２３号。

以下「基本計画」という。）を実施するため、総務省が平成１７年度において行う事後評価の

対象とする政策等及び評価の方法等を定めるものとする。 
 
第２ 計画期間 
  この計画の対象期間（以下「計画期間」という。）は、平成１７年４月１日から平成１８年

３月３１日までの１年間とする。 
 
第３ 事後評価の対象とする政策及び評価の方法等 

計画期間における事後評価の対象とする政策及び評価の方法等は、次に定めるとおりとす

る。 
 

   １ 実績評価方式により評価を行う場合 
   （１）評価対象政策 
      法第７条第２項第１号に該当するものとして基本計画第６章第２節第２項（１）

に掲げられた政策のうち、別表の政策（実績評価対象政策）欄に掲げる政策とする。 
（２）評価の手続等 

     ① 実績評価書の案の作成及び提出 
  政策の所管部局等はこの計画に基づき実績評価書の案（以下「実績評価書案」

という。）を作成し、５月初旬を目途に大臣官房政策評価広報課長が定める日まで

に大臣官房政策評価広報課に提出するものとする。 
       政策の所管部局等は実績評価書案を作成するに当たり、基本計画第６章第２節

第４項（１）②の規定に基づき設定した指標等のできる限り正確な把握に努める

とともに、当該政策に係る専門家からの意見聴取を積極的に行うものとする。 
② 政策の所管部局等から提出された実績評価書案に対する審査 

大臣官房政策評価広報課は、政策の所管部局等から提出された実績評価書案の

記載内容について、基本計画第１１章第１節第２項（１）④の規定に基づき審査

を行うものとする。 
     ③ 大臣官房政策評価広報課は、上記②の審査を行った実績評価書案について総務

省政策評価調整小委員会に提出するものとし、総務省政策評価調整小委員会にお
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いて事前検討及び調整を行うものとする。 
     ④ 大臣官房政策評価広報課は、総務省政策評価調整小委員会において事前検討及

び調整を行った実績評価書案について、基本計画第８章の規定に基づき官房長が

別に定める方法により、学識経験者等の意見を聴取するものとする。 
     ⑤ 大臣官房政策評価広報課が上記④の学識経験者等の意見を聴取した後、総務省

政策評価省内委員会における実績評価書案の決定等を経て、６月末を目途に実績

評価書を公表するものとする。 
⑥ 法第１０条第２項の規定に基づき実績評価書とともに公表する要旨の作成及び

公表は、上記①から⑤の手続きに準じて行うものとする。 
（３）実績評価書の様式等 

      実績評価書及びその要旨の様式並びに記載要領は、大臣官房政策評価広報課長が

別に定める。 
 
   ２ 事後事業評価方式により評価を行う場合 

（１）評価対象政策 
      法第７条第２項第１号に該当するものとして基本計画第６章第２節第２項（２）

に規定した政策のうち、次に掲げる政策とする。 
      ・過疎地域振興対策費 
      ・地上デジタル放送等の円滑な普及に向けた情報提供活動等の推進 
      ・新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業 

   ・移動通信用鉄塔施設整備事業 
   ・地域インターネット導入促進基盤整備事業 
   ・字幕番組・解説番組等の制作促進 

      ・消防防災施設等整備費補助金 
      ・明るい選挙推進費 
      ・総務省ＬＡＮの整備・運用 
      ・電波監視施設の整備・維持運用、電波監視業務の実施 
      ・総合無線局監理システムの構築と運用 
      ・周波数逼迫対策技術試験事務の実施に必要な経費 
      ・標準電波による無線局への高精度周波数の提供 

（２）評価の手続等 
     ① 事後事業評価書の案の作成及び提出 

  政策の所管部局等は、この計画に基づき事後事業評価書の案（以下「事後事業

評価書案」という。）を作成し、５月初旬を目途に大臣官房政策評価広報課長が定

める日までに大臣官房政策評価広報課に提出するものとする。 
       政策の所管部局等は、この事後事業評価書案を作成するに当たり、当該政策に

係る専門家からの意見聴取を積極的に行うものとする。 
 ② 政策の所管部局等から提出された事後事業評価書案に対する審査 

大臣官房政策評価広報課は、政策の所管部局等から提出された事後事業評価書

案の記載内容について、基本計画第１１章第１節第２項（１）④の規定に基づき

審査を行うものとする。 
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     ③ 大臣官房政策評価広報課が上記②の審査を行った後、事後事業評価書案の決定

等を経て、６月末を目途に事後事業評価書を公表するものとする。 
  ④ 法第１０条第２項の規定に基づき事後事業評価書とともに公表する要旨の作成

及び公表については、上記①から③の手続きに準じて行うものとする。 
（３）事後事業評価書の様式等 

      事後事業評価書及びその要旨の様式並びに記載要領は、大臣官房政策評価広報課

長が別に定める。 
 

   ３ 総合評価方式により評価を行う場合 

（１）評価対象政策 

      法第７条第２項第３号に該当するものとして基本計画第７章第２節第２項（２）

に基づき選定した、次に掲げる政策とする。 

 

「行政相談」 

      （評価の趣旨） 

        総務省の行政相談について、その政策効果の発現状況を様々な角度から掘り

下げて分析し、問題点を把握するとともにその原因を分析するなど総合的な評

価を行う。 

 

（２）評価の実施主体 

      本評価の実施主体は、行政評価局とする。 

（３）評価の手続 

     ① 行政評価局は、この計画に基づき総合評価書及びその要旨の案を作成し、大臣

官房政策評価広報課に提出するものとする。 

     ② 大臣官房政策評価広報課は、行政評価局から提出された総合評価書及びその要

旨の案の記載内容について、基本計画第１１章第１節第２項（１）④に基づく審

査を行うものとする。 

     ③ 上記①及び②に定めるもののほか、本評価の手続に関し必要な事項は、行政評

価局と協議の上、大臣官房政策評価広報課長が別に定める。 

 

第４ 実施状況の検証の対象とする施策及び検証の手続等 
（１）検証対象施策 

      基本計画第６章第２節第５項による実施状況の検証を行う施策は、別表の施策欄

に掲げる施策とする。 
   （２）検証の手続等 
     ① 施策実施状況調書の案の提出 

  施策の所管部局等は、この計画に基づき施策実施状況調書の案（以下「施策実

施状況調書案」という。）を作成し、５月初旬を目途に大臣官房政策評価広報課長

が定める日までに大臣官房政策評価広報課に提出するものとする。 
       施策の所管部局等は、施策実施状況調書案を作成するに当たり、当該施策に係

る専門家からの意見聴取を積極的に行うものとする。 
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 ② 施策の所管部局等から提出された施策実施状況調書案に対する審査 
大臣官房政策評価広報課は、施策の所管部局等から提出された施策実施状況調

書案の記載内容について、基本計画第１１章第１節第２項（１）④の規定に基づ

き審査を行うものとする。 
     ③ 大臣官房政策評価広報課が上記②の審査を行った後、施策実施状況調書案の決

定等を経て、６月末を目途に施策実施状況調書を公表するものとする。 
（３）施策実施状況調書の記載要領 

      基本計画第６章第２節第５項（１）の規定に基づき定める施策実施状況調書の様

式とともに大臣官房政策評価広報課長が別に定める。 
 
 附 則 
 この訓令は、平成１７年４月１日から施行する。 



左記指標にかかる目標値 目標年度 政策の指標等及び目標の設定についての考え方 左記指標にかかる目標値 目標年度 施策の指標及び目標の設定についての考え方 予　　算 制度の企画等 情報提供その他

国の行政組織
等の減量・効率
化

毎年度の機構・定員等審査の実施状況

10%の計画的削減（定
員）

25%の純減を目指して最
大限努力（定員）

22年度

22年度

左記政策の目標達成への寄与の状況を示す左
記指標の検証結果により、本施策の進行管理を
行うものであり、当該指標の目標値・目標年度
は「新たな府省の編成以降の定員管理につい
て」（平成１２年７月１８日閣議決定）に基づくもの
である。

機構の新設・改
正・廃止、定員
の設置・増減・
廃止等の審査

行政改革大綱
等に基づく行政
改革の推進

行政改革大綱のフォローアップの実施
状況

－ －
左記政策の目標達成への寄与の状況を示す左
記指標の検証結果により、本施策の進行管理を
行うものである。

行政改革大綱
の策定及びフォ
ローアップ

地方行革の推
進

各地方公共団体における行政改革大綱
策定率

100% 18年度

簡素で効果的・効率的な地方行政体制を確立す
るためには、各地方公共団体において行政改革
に取り組むことが重要であり、地方行革の取組
状況を示す行政改革大綱の策定を全団体で行
うことを目標とする。目標年度は、政策の実績を
総括すべき時期とする。

地方公共団体に
対する助言

地方公共団体
における定員管
理及び地方公
務員給与の適
正化の推進

各地方公共団体における定員の公表状
況、給与の公表状況

100% 20年度

各地方公共団体の行政需要等の実情にあった
地方公務員の定員・給与の適正化を実現するた
めには、住民が理解しやすいように工夫を講じ
つつ積極的な広報を行うことが重要であり、その
前提となる定員・給与の状況の公表を全団体で
行うこと（平成１５年現在約８０％）を目標とする。
目標年度は市町村合併等の動きを考慮し、平成
２０年度とした。

ラスパイレス指
数、地方公務員
定員状況の公
表

地方公共団体に
対する助言

地方公営企業
の経営改善

各地方公営企業における経営計画の策
定率

100% 20年度

地方公営企業の経営健全化や透明性の向上の
ためには、経営に関する中長期的な計画を策定
した上で経営基盤の強化等に取り組むことが必
要であることから、全地方公営企業において経
営計画を策定すること（平成15年現在12.7％）を
目標とする。目標年度は、地域再生支援プラン
に基づき作成する総点検マニュアルを踏まえた
地方公営企業の検討・準備期間等を考慮し、平
成２０年度までとした。

地方公共団体に
対する助言

土地開発公社
の経営健全化
の推進

経営健全化公社が５年以上保有する土
地の簿価総額

▲6,500億円(11年度末
比）

17年度

土地開発公社の経営健全化を進める上で重要
である長期保有土地の処分の促進が、設立地
方公共団体の策定した計画どおりに進展してい
るかを施策の進行管理のための指標及び目標
とする。

地方財政措置
等

地方公共団体
が行う第三セク
ターの経営改善

地方公共団体における第三セクター経
営点検評価体制の整備率

100% 20年度

経営環境等が各第三セクターで異なる中、経営
改善を図るためには、出資者である地方公共団
体（都道府県・指定都市）が経営の点検評価を
行う体制を整備することが必要であり、２０年度
までにその体制を１００％まで整備（平成14年現
在４５％）することを目標とする。目標年度は指
針改定予定である１５年度から５年後の２０年度
とした。

地方公共団体に
対する助言

施　　　　　策

各地方公共団体における行政改
革大綱策定率

各地方公共団体における定員の
公表状況、給与の公表状況

各地方公営企業における経営計
画の策定率

22年度

22年度

－

毎年度

毎年度

18年度

毎年度
公益法人の適
切な設立許可・
指導監督等に
よる公益法人
行政の推進

左記政策の主な指標
（参考となる指標）

分野 左記施策の実施手段（一定のものは事業評価を実施）

100%

100%

100%

18年度

20年度

20年度

政策
（実績評価対象政策） 左記施策の主な指標

行
政
改
革
の
推
進

社会経済情勢の変
化等に対応した行
政改革の推進・行
政管理の実施

毎年度の機構・定員等審査結果

行政改革大綱のフォローアップ結
果

公益法人の設立許可及び指導監
督基準等の遵守状況

　・公益法人本来の事業の規模が
   ２分の１以上である法人の割合
　・情報公開率

各種申合せの実施状況のフォ
ローアップ結果

　・国所管法人の立入検査の実施
   状況
　・国所管法人のホームページ
   開設率

10%の計画的削減（定
員）
25%の純減を目指して
最大限努力（定員）

－

 
 

 100%

 100%

 100%

 100%

地方行革の推進

公益法人の設
立許可及び指
導監督基準等
の遵守状況の
フォローアップ

各種申合せの
実施状況のフォ
ローアップ

公益法人行政
に従事する研
修等の開催

毎年度

毎年度

18年度
毎年度

毎年度

公益法人白書
の作成・公表

社会経済情勢の変化等に対応した
適正かつ合理的な行政を実現する
ためには、国の行政組織等の減
量・効率化に向けた機構・定員等の
審査、各般の行政改革の推進状況
を示す行政改革大綱のフォローアッ
プ、公益法人の適正な指導監督・
制度改革に関する取組を進めてい
くことが必要であることから、左記指
標により評価するものである（左記
目標値・目標年度については右記
「施策の指標及び目標の設定につ
いての考え方」参照）。

左記政策の目標達成への寄与の状況を示す左
記指標の検証結果により、本施策の進行管理を
行うものである。これら指標の目標値・目標年度
は、「「公益法人の設立許可及び指導監督基準」
及び「公益法人に対する検査等の委託等に関す
る基準」について」（平成８年９月２０日閣議決
定）及び「公益法人の指導監督体制の充実等に
ついて」（平成１３年２月９日公益法人等の指導
監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ）
などを踏まえたものである。

地方行革の推進については、地方
公共団体の行政改革についての取
組状況を示す行政改革大綱の策定
状況、行革にとっての重要な分野で
ある地方公務員の定員・給与の適
正化の取組や地方公営企業の経
営健全化に向けての取組状況を示
す指標により評価するものである
（左記目標値については、右記「施
策の指標及び目標の設定について
の考え方」参照）。

公益法人の設立許可及び指導監督基
準等の遵守状況のフォローアップ結果

　・公益法人本来の事業の規模が２分
   の１以上である法人の割合
　・情報公開率

各種申合せの実施状況のフォローアッ
プ結果

　・国所管法人の立入検査の実施状況
　・国所管法人のホームページ開設率

公益法人行政に従事する職員を対象と
した研修等の開催状況と受講者の満足
度

100%

100%

100%
100%

研修受講者の満足度ほ
か（「非常に参考になっ
た」または「参考になっ
た」と回答した者の割合
（100％）ほか

別表

1



左記指標にかかる目標値 目標年度 政策の指標等及び目標の設定についての考え方 左記指標にかかる目標値 目標年度 施策の指標及び目標の設定についての考え方 予　　算 制度の企画等 情報提供その他

施　　　　　策左記政策の主な指標
（参考となる指標）

分野 左記施策の実施手段（一定のものは事業評価を実施）政策
（実績評価対象政策） 左記施策の主な指標

別表

前年度に実施した政策評価に係る勧告
等に基づく関係府省の政策の見直し・改
善状況（統一性・総合性確保評価）

審査の対象とした政策評価の件数（客
観性担保評価活動）

各府省における政策評価の客観性・厳
格性の達成水準の改善状況（客観性担
保評価活動）

80％（見直し・改善の割
合）

－

－

毎年度

－

－

公表後１か月間における評価書等への
平均アクセス件数

1,800件（アクセス件数） 毎年度

行政評価・監視
の実施

前年度に実施した行政評価・監視に係
る勧告等に基づく関係府省の行政運営
の見直し・改善事項数の割合及び具体
的な見直し・改善事例

80％（見直し・改善事項
数の割合）

毎年度

左記政策の目標達成に対する寄与の状況を示
す左記指標の状況を検証し、その結果により本
施策の進行管理を行うものであり、当該指標の
目標値は、過去の実績を勘案したものである。

行政評価・監視
の実施（勧告等
の実施及び勧
告等に対する
改善措置状況
の把握）

評価専担組織
としての政策評
価の実施

各府省における政策評価の結果
の政策への適時適切な反映の推
進状況

前年度に実施した政策評価に係
る勧告等に基づく関係府省の政
策の見直し・改善状況

政策評価に関する情報の国民へ
の周知状況等

政策評価制度の円滑かつ効果
的・効率的な推進状況

－

80％（見直し・改善の
割合）

－

－

政策評価の推進による効果的かつ
効率的な行政の推進及び国民への
説明責任の徹底を図るためには、
各府省において積極的に政策評価
の結果を適時適切に政策に反映
し、また、政策評価に関する情報の
国民への周知等を行うとともに、評
価専担組織としての総務省が行う
政策評価の実施により各府省の政
策の見直し・改善を図ること等が必
要であることから、左記指標により
評価するものである（左記目標値に
ついては右記「施策の指標及び目
標の設定についての考え方」参
照）。

－

毎年度

－

－

－

90％（処理に要した期間
が１か月以内であった
苦情等の割合）

管区局・事務
所、行政相談委
員による相談の
受付、一日合同
行政相談所の
開催等

－

－

－

毎年度

毎年度

毎年度

政策評価の適
切な実施及び
その結果の政
策への反映の
推進

前年度に実施した行政評価・監視
に係る勧告等に基づく関係府省の
行政運営の見直し・改善事項数の
割合及び具体的な見直し・改善事
例

苦情あっせんに基づく関係府省の
行政制度・運営の具体的な見直
し・改善事例

行政相談委員意見が反映された
行政運営の具体的な見直し・改善
事例

行
政
改
革
の
推
進

行政評価・監視の
実施及び行政相談
制度の推進による
行政制度・運営の
改善

政策評価の推進に
よる効果的かつ効
率的な行政の推進
及び国民への説明
責任の徹底

毎年度

－

－

80％（見直し・改善事
項数の割合）

－

－
－

毎年度

行政制度・運営の改善を実現する
ためには、行政内部にありながらも
各府省とは異なる立場の総務省が
行う行政評価・監視の実施により、
各府省の業務の実施状況につい
て、調査し、改善すべき事項を指摘
するとともに、国の行政に関する苦
情を広く受け付け、必要なあっせん
を行うことが必要であることから、左
記指標により評価するものである
（左記目標値については右記「施策
の指標及び目標の設定についての
考え方」参照）。

行政相談制度
の推進

総合的な相談受付窓口の開設状況

処理に要した期間が１か月以内であった
苦情等の割合

政策評価に関す
る情報の収集・
提供

国民に対する政
策評価に関する
広報活動

政策評価に関す
る統一研修の実
施

左記政策の目標達成に対する寄与の状況を示
す左記指標の状況を検証し、その結果により本
施策の進行管理を行うものである。左記目標値
については、過去の実績等を勘案したものであ
る。

政策評価制度
の推進

評価書等の公
表

各府省における政策評価の結果の政策
への適時適切な反映の推進のための取
組状況

政策評価各府省担当官会議等を通じた
情報提供、意見交換等の実施状況

政策評価制度に関する共通的、基礎的
な情報の収集・提供状況

政策評価に関する統一研修受講者の参
考度・理解度

「政策評価の総合窓口」へのアクセス件
数

－

－

－

90％（統一研修受講者
の参考度）
80％（統一研修受講者
の理解度）

60,000件（アクセス件
数）

統一性・総合性
確保評価の実
施（勧告等の実
施及び勧告等
に対する改善
措置状況の把
握）

客観性担保評
価活動の実施

左記政策の目標達成への寄与の状況を示す左
記指標の状況により本施策の進行管理を行うも
のである。このうち、関係府省の政策の見直し・
改善状況の目標値については、関係府省にお
ける評価結果の政策への適切な反映の必要性
の観点から、また、平均アクセス件数の目標値
については、過去の実績等を勘案して設定した
ものである。

　
左記政策の目標達成への寄与の状況を示す左
記指標の状況により本施策の進行管理を行うも
のである。左記目標値については、過去の実績
等を勘案して設定したものである。
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左記指標にかかる目標値 目標年度 政策の指標等及び目標の設定についての考え方 左記指標にかかる目標値 目標年度 施策の指標及び目標の設定についての考え方 予　　算 制度の企画等 情報提供その他

施　　　　　策左記政策の主な指標
（参考となる指標）

分野 左記施策の実施手段（一定のものは事業評価を実施）政策
（実績評価対象政策） 左記施策の主な指標

別表

国の行政機関
等の情報公開・
個人情報保護
制度の適正か
つ円滑な運用

各府省における情報公開・個人情報保
護制度の運用状況 － －

各府省における制度の運用状況の概要を取り
まとめて公表することにより、法の適正かつ円滑
な運用を図るものである。

施行状況の調
査結果の公表

地方公共団体
の行政運営に
おける公正の
確保と透明性
の向上

地方公共団体の情報公開条例（要綱）
制定率

地方公共団体の行政手続条例等制定
率

100% 18年度

地方公共団体の行政運営の公正の確保と透明
性の向上には、情報公開条例（要綱含む）に基
づく情報公開、行政手続条例等による行政手続
の透明性の確保が必要であり、これらを全団体
で制定することを目標とする。目標年度は、政策
の実績を総括すべき時期とする。

条例制定状況
公表

地方公共団体に
対する助言

各府省の担当者に対する健康管理の講
演会の実施状況

中央で１回開催 毎年度

各府省の担当者に対する職場の安全管
理の講演会の実施状況

中央で１回開催 毎年度

各府省のカウンセラーに対する講習会
の開催状況

全国４か所で各１回開
催

毎年度

受講率：100%
満足度：100%

－

－

各種啓発事業の受講率・受講者の満足
度

各種人事交流の実施状況

人材情報データベースの利用件数

国家公務員の
高齢対策と再
就職の適正化

国家公務員の
健康管理・安全
管理施策の推
進

公務における多
様な人材の確
保と活用

国家公務員健
康週間の実施

国家公務員安
全週間の実施

国家公務員高
齢者雇用推進に
関する方針の推
進

再就職状況の
公表

各種人事交流
状況の調査・公
表

行
政
改
革
の
推
進

行政機関情報公開法等の施行状
況

地方公共団体の情報公開条例
（要綱）制定率

地方公共団体の行政手続条例等
制定率

行政の透明性の向
上と信頼性の確保

国家公務員の適正
な人事管理の推進
◎

（参考となる指標）

人事管理運営方針のフォローアッ
プ結果

各種人事交流の実施状況

国家公務員高齢者雇用推進に関
する方針の推進状況

退職準備プログラム等の導入状
況

健康管理・安全管理施策の実施
状況

－

100%

100%

－

18年度

18年度

行政の透明性の向上と信頼性の確
保を実現するためには、国・地方そ
れぞれの側面から国民の権利、行
政の在り方を定めた制度を整備し、
情報公開等を推進していくことが必
要であることから、国における制度
の運用状況、地方における制度の
整備状況を示す左記指標により評
価するものである（左記目標値につ
いては、右記「施策の指標及び目
標の設定についての考え方」参
照）。

本政策については、人事管理自体
は各府省が行うため、具体的な指
標や目標値を設定することは困難
であることから、政府全体としての
人事管理の取組状況等を示す「参
考となる指標」により、本政策の目
指す定性的な目標に向かっての達
成状況の把握に努める。

「国家公務員福利厚生基本計画」（平成３年３月
20日内閣総理大臣決定）に基づき、職員の活力
の維持、志気の高揚を図る必要があり、左記指
標の状況により本施策の進行管理を行うもので
ある。

－

20年度

毎年度

－

－

国家公務員高齢者雇用推進に関する方
針の推進状況

早期退職慣行の是正状況

各府省の退職準備・生涯設計プログラ
ム担当者に対する講習会の開催状況

再就職状況の公表状況

試行人材バンクの利用件数

－

平均勧奨退職年齢を３
歳以上引上げ

中央で１回開催
全国３か所で各１回開
催

－

－

全政府的な人事管理施策の一環として、政府職
員としての一体感の醸成、幅広い視野の育成等
を図る機会を提供し、各府省の枠を超えた能力
開発・啓発を図ることが求められ、また、行政課
題に迅速かつ的確に対応するために外部からも
多様な人材を得る必要があることから、左記指
標の状況により本施策の進行管理を行うもので
ある。

高齢社会の到来による高齢国家公務員の雇用
の計画的推進、退職後の生活にスムーズに適
応できるような支援、国家公務員の再就職状況
の透明性の確保を図っていく必要があり、左記
指標の状況により本施策の進行管理を行うもの
である。このうち、早期退職慣行の是正状況の
目標値については、「早期退職慣行の是正につ
いて」（平成14年12月17日閣僚懇談会申合せ）
に基づくものである。

毎年度

－

－

人材バンク運用

各種啓発事業・セミ
ナー実施

人材情報データ
ベース運用

カウンセラー講習会
の実施
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左記指標にかかる目標値 目標年度 政策の指標等及び目標の設定についての考え方 左記指標にかかる目標値 目標年度 施策の指標及び目標の設定についての考え方 予　　算 制度の企画等 情報提供その他

施　　　　　策左記政策の主な指標
（参考となる指標）

分野 左記施策の実施手段（一定のものは事業評価を実施）政策
（実績評価対象政策） 左記施策の主な指標

別表

分権型社会に
対応した地方制
度のあり方検討

16年度

第２７次地方制度調査会の答申（平成１５年１１
月１３日）、構造改革特区の第３次提案に対する
政府の対応方針（平成１５年９月１２日決定）の
具体化を図るため、地方自治法を改正するもの
である。

地方自治法等
地方公共団体に
対する助言

市町村合併の
推進
（平成１７年度
評価まで。平成
１８年度以降は
地方制度調査
会の最終答申
をふまえ、検
討）

合併後の市町村数
（平成１７年度評価まで。平成１８年度以
降は地方制度調査会の最終答申をふま
え、検討）

「市町村合併後の自治
体数を１０００を目標とす
る」という与党の方針を
踏まえ、自主的な市町
村合併を推進
（同左）

16年度
（同左）

基礎自治体である市町村の規模・能力の充実、
行財政基盤の強化を図るためには、市町村合
併を推進することが必要であり、総務省として
は、与党の目標である「合併後の自治体数を１０
００とする」という目標を踏まえ、自主的な合併を
強力に推進していくものである。

市町村合併推進体
制整備費補助金等
（同左）

合併特例法
（同左）

地方公共団体に
対する助言

※再掲
地方行革の推
進

各地方公共団体における行政改革大綱
策定率

100% 18年度

簡素で効果的・効率的な地方行政体制を確立す
るためには、各地方公共団体において行政改革
に取り組むことが重要であり、地方行革の取組
状況を示す行政改革大綱の策定を全団体で行
うことを目標とする。目標年度は、政策の実績を
総括すべき時期とする。

地方公共団体に
対する助言

※再掲
地方公共団体
の行政運営に
おける公正の
確保と透明性
の向上

地方公共団体の情報公開条例(要綱）制
定率

地方公共団体の行政手続条例等制定
率

100% 18年度

地方公共団体の行政運営の公正の確保と透明
性の向上には、情報公開条例（要綱含む）に基
づく情報公開、行政手続条例等による行政手続
の透明性の確保が必要であり、これらを全団体
で制定することを目標とする。目標年度は、政策
の実績を総括すべき時期とする。

条例制定状況
公表

地方公共団体に
対する助言

分権時代にふさ
わしい地方公務
員制度の確立

16年度
公務員共済年金の財政単位を一元化するため
地方公務員等共済組合法等の改正案を国会に
提出するものである。

地方公務員法
等

地方公共団体に
対する助言

地方公共団体
における定員管
理及び地方公
務員給与の適
正化の推進

※再掲
各地方公共団体における定員の公表状
況、給与の公表状況

100% 20年度

各地方公共団体の行政需要等の実情にあった
地方公務員の定員・給与の適正化を実現するた
めには、住民が理解しやすいように工夫を講じ
つつ積極的な広報を行うことが重要であり、その
前提となる定員・給与の状況の公表を全団体で
行うこと（平成１５年現在約８０％）を目標とする。
目標年度は市町村合併等の動きを考慮し、平成
２０年度とした。

ラスパイレス指
数、地方公務員
定員状況の公
表

地方公共団体に
対する助言

地方行政を担う
人材の育成・確
保

各地方公共団体における人材育成基本
方針策定率

100% 20年度

各地方公共団体が地域の将来像と行政のあり
方などを踏まえて、人材育成の目的及びこれか
らの時代に求められる職員像を明らかにするこ
とが重要であり、人材育成基本方針の策定を全
団体で行うこと（平成１５年現在約３０％）を目標
とする。目標年度は市町村合併等の動きを考慮
し、平成２０年度とした。

地方公共団体に
対する助言

地方公務員等共済組合法等の改正案を作成

（参考となる指標）

地方公務員制度の改革状況（検
討状況含む）

地方公務員数の推移、ラスパイレ
ス指数

各地方公共団体における人材育
成基本方針策定率

地
方
分
権
の
推
進
等

（参考となる指標）

地方制度状況(検討状況含む）

市町村合併の状況
（平成１７年度評価まで。平成１８
年度以降は地方制度調査会の最
終答申をふまえ、検討）

各地方公共団体における行政改
革大綱策定率

地方公共団体の情報公開条例
（要綱）制定率

地方公共団体の行政手続条例等
制定率

分権型社会にふさ
わしい地方公務員
制度の確立と地方
公務員の適正な人
事管理の推進　◎

分権型社会に対応
した地方制度・地
方行政体制の整備
等　◎

分権型社会にふさわしい地方公務
員制度の確立と地方公務員の適性
な人事管理の推進については、地
方公務員の制度、人材育成等、地
方公務員のあり方全般にかかわる
ものであり、一定の指標等により目
標を定めその達成状況を測ること
は困難であり、地方公務員制度の
改革状況、地方公務員数の推移、
ラスパイレス指数等について分析
し、目標の達成状況の把握に努め
る。

分権型社会に対応した地方制度・
地方行政体制の整備等について
は、国からの権限や事務の移譲
等、地方のあり方全般に関わるも
のであり、一定の指標等により目標
を定め達成状況を測ることは困難
であることから、地方制度の現況、
市町村合併の状況、行政改革の取
組状況等を分析し、分権型社会に
対応した地方制度・地方行政体制
の整備についての課題や達成状況
の把握に努める。

第２７次地方制度調査会の答申、構造改革特区の第３次提案に
対する政府の対応方針を踏まえ、地域自治組織制度（仮称）の導
入、都道府県の自主的合併手続等の整備、条例による事務処理
の特例制度の拡充、収入役制度の改正、財務会計制度の改正を
内容とする地方自治法改正
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左記指標にかかる目標値 目標年度 政策の指標等及び目標の設定についての考え方 左記指標にかかる目標値 目標年度 施策の指標及び目標の設定についての考え方 予　　算 制度の企画等 情報提供その他

施　　　　　策左記政策の主な指標
（参考となる指標）

分野 左記施策の実施手段（一定のものは事業評価を実施）政策
（実績評価対象政策） 左記施策の主な指標

別表

地方財源の確
保等

地方財源の所要額の確保状況

地方債資金の所要額の確保状況
所要額の確保 毎年度

住民生活に密着する行政を担う地方公共団体
の活動に必要な財源を毎年度確保することを施
策の進行管理の目標とするものである。

地方財政計画
の策定

地方債計画の
策定

地方財政白書
の作成・公表

地方公共団体
の公債費負担
の適正化

公債費負担適正化計画を策定した市町
村の計画完了の割合

100% 毎年度

市町村の策定した公債費負担適正化計画の完
了により、当該市町村の公債費負担の適正化
が図られたと考えられることから、当該計画の目
標年度に計画が完了した市町村の割合により
本施策の進行管理を行うものである。

計画を策定して
いる市町村に対
する地方財政措
置

地方公共団体に
対する助言

地方公共団体
の地域づくりの
支援

循環型社会形成事業、少子高齢化対策
事業及び地域資源活用促進事業の実
施を予定している団体に対する対応状
況

事業計画提出団体への
対応

毎年度

地域の特性にあった魅力ある地域づくりを行う
地方公共団体を支援するため、循環型社会形
成事業等の事業について、財政措置を講ずるこ
ととしており、事業計画提出団体への対応状況
を施策の進行管理の指標とするものである。

地方財政措置

地方公共団体
の国際化施策
の推進

JETプログラムの招致人数､招致国数
地方公共団体からの要
望人数の確保

毎年度

地方公共団体の国際化の取組を支援するた
め、ＪＥＴプログラムについて、地方公共団体か
らの要望人数を毎年度確保することを施策の進
行管理の目標とする。

JET配置活用計
画の取りまとめ

地方財政措置

地方公共団体
におけるPFI事
業の推進

関係機関と連携の上のＰＦＩ研修会等の
実施状況

３回 16年度

ＰＦＩ事業を実施するためには、法務・金融等の
専門的知識が必要であり、地方公共団体向け
の研修会等の実施状況により本施策の進行管
理を行うものである。

ＰＦＩ研修会等の
実施

地方公共団体に
対する情報提供

辺地に係る財
政上の特別措
置の実施

辺地数 150程度減少 毎年度

辺地とその他の地域において住民の生活文化
水準の著しい格差があるが、財政上の特別措
置の実施によりその地域格差が是正され、辺地
数の減少に結びつくことから、辺地数の指標の
状況により施策の進行管理をするものである。
目標値は、過去３か年の実績を参考にしたもの
である。

地方財政措置
（辺地債）

地方財源の確保及び地方財政の
健全化については、地方財政制度
に関わるものであり、地方税収入や
地方交付税の原資となる国税収入
の低迷、恒久的な減税に伴う影響、
累次の景気対策等による公債費の
急増等様々な要素があることから、
一定の指標等により目標を定めそ
の達成状況を測ることは困難であ
り、当該政策に関する主要な情報を
総合的に勘案して、目標の達成状
況の把握に努める。

本政策は、その時々の社会経済情
勢や財政状況等を踏まえながら検
討され、毎年度の税制改正によっ
て具体化されるものであることか
ら、予め一定の指標等により目標を
定めその達成状況を図ることは困
難であり、当該政策を取り巻く状況
を示す主要な情報（参考となる指
標）を総合的に勘案して目標の達
成状況の把握に努める。

地方税制度の見直しについては、具体的には政
府税制調査会の答申等に基づき年度末に地方
税法改正法案を国会に提出し、この改正による
施策の周知徹底を図っていくものである。

活力、個性、魅力にあふれる地域
づくりの具体的な目標は、様々な価
値観、地域の実情等により異なり、
一定の指標により目標を定めその
達成状況を測ることは困難であり、
地方公共団体の抱える課題と、各
地方公共団体が自ら考え自主的に
取り組む事業を支援する総務省の
施策の活用状況等を分析し、目標
の達成状況の把握に努める。

交流施設利用者数、難視聴解消世帯数等は過
疎地域の自立促進への貢献状況を示すもので
あり、これらにより本施策の進行管理をするもの
である。目標値は施設計画時の見込み、e-
Japan重点計画-2003等に基づくものである。

税調の答申等を踏まえ、税制改正法案を通常国会に提出し、年
度内成立を目指す

毎年度
毎年度の地方
税制度の見直
し

過疎地域の自
立促進

（参考となる指標）

循環型社会形成事業、少子高齢
化対策事業及び地域資源活用促
進事業の活用団体数

JETプログラムの招致人数､招致
国数

過疎地域自立促進計画の進捗率

辺地数

毎年度

16年度

17年度

過疎補助事業により整備した交流施設
利用者数

難視聴解消世帯数

過疎地域等において新たに携帯電話が
利用可能な状態となった人口数

（参考となる指標）

地方財政計画による地方財源の
確保の状況

一般財源比率

地方債依存度

借入金残高

地方債計画における地方債資金
の確保状況

地
方
分
権
の
推
進
等

（参考となる指標）

国・地方の財源配分

道府県税及び市町村税の税収構
成比

歳入総額に占める地方税の割合
の推移

地方税収の推移

国民負担率の内訳の国際比較

活力、個性、魅力
にあふれる地域づ
くり　◎

地方財源の確保及
び地方財政健全化
◎

分権型社会を担う
地方税制度の構築
◎

地方公共団体に
対する助言

シンポジウム等
啓発

「過疎対策の現
況」の作成

過疎関係補助金

民放テレビ・ラジオ
放送難視聴等解消
施設整備事業

移動通信用鉄塔施
設整備事業

過疎地域自立
促進特別措置
法

施設整備に当たり、各
市町村が設定した利用
見込み者数

1,000世帯

10万人

地方税法等
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左記指標にかかる目標値 目標年度 政策の指標等及び目標の設定についての考え方 左記指標にかかる目標値 目標年度 施策の指標及び目標の設定についての考え方 予　　算 制度の企画等 情報提供その他

施　　　　　策左記政策の主な指標
（参考となる指標）

分野 左記施策の実施手段（一定のものは事業評価を実施）政策
（実績評価対象政策） 左記施策の主な指標

別表

各府省における
行政情報化の
推進

申請・届出等手続におけるオンライン利
用件数

電子政府の総合窓口（e-Gov）へのアク
セス件数（利用件数）

業務・システムの最適化計画の策定率

人事・給与関係業務情報システムの主
要な部分の整備（総務省、財務省、人事
院）

対17年度2割増加

3,000万件

100%

整備の完了

18年度

18年度

17年度

16年度

電子政府の推進による国民の利便性・サービス
の向上、ＩＴ化による業務改革への取組の状況を
示す申請・届出等手続におけるオンライン利用
件数などの指標の状況により本施策の進行管
理をするものである。目標値はモデル事業に係
る目標や「電子政府構築計画」（2003年（平成15
年）7月17日各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連
絡会議決定）に基づくものである。

行政情報サービス
システム等整備経
費等

人事関係事務情報
システム化推進経
費

電子政府構築
計画の改定及
びフォローアッ
プ

オンライン利用
の普及啓発

総務省所管行
政の情報化の
推進

行政手続のオンライン利用率
インターネット普及率と
同程度の利用率

17年度

左記政策の目標達成への貢献の状況を示す左
記指標の状況により本施策の進行管理をするも
のである。目標値は、「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画－
2003」（平成１５年８月８日ＩＴ戦略本部決定）及び
「電子政府構築計画」（平成１５年７月１７日各府
省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）に
基づくものである。

新２号館ＬＡＮ整備・
運用等経費、イン
ターネット利用申
請・届出システム開
発整備経費等

総務省の行政
手続のオンライ
ン化

地方公共団体
の情報化の推
進(住民基本台
帳ネットワーク・
公的個人認証
制度の推進等）

電子申請が可能な地方公共団体の割
合、電子自治体に対応した個人情報保
護条例制定数

100% 17年度

電子自治体の実現の前提となる電子申請が可
能となった地方公共団体数及び個人情報保護
条例の制定団体数により施策の進行管理を行う
ものである。目標年度はe-Japan戦略による２０
０５年を概ねの目標とする。

電子自治体推進経
費

住民基本台帳
ネットワーク、公
的個人認証制
度の普及啓発
等

高速・超高速
ネットワークイン
フラ整備

加入者系光ファイバ網集線点光化率 100% 17年度

高速・超高速ネットワークインフラ整備への貢献
の状況を示す「加入者系光ファイバ網集線点光
化率」の状況により本施策の進行管理をするも
のである。目標値及び目標年度は「高度情報通
信社会推進に向けた基本方針」（平成10年11月
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決
定）に基づくものである。

加入者系光ファイバ
網設備整備事業

財政投融資、税
制

ＩＰｖ６の普及促
進

ＩＰｖ６利用状況

平成15年度と比較し、ＩＰ
ｖ６サービス提供可能世
帯数、我が国のＩＰｖ６ア
ドレス割当組織数等の
増加

17年度

本政策の実現に貢献するＩＰｖ６利用促進の状況
を評価するには、ＩＰｖ６サービス提供可能世帯
数、我が国のＩＰｖ６アドレス割当組織数等の増
加によりＩＰｖ６利用状況を把握することが有効で
あり、本指標により本施策の進行管理をするも
のである。

「インターネットのＩＰ
ｖ６への移行の推
進」実証実験等

国際会議、税制
等

衛星デジタル放
送の普及

ＢＳデジタル放送受信世帯数
ＣＳデジタル放送視聴契約者数

毎月、把握する 毎年度
衛星デジタル放送の普及については、BSデジタ
ル放送受信世帯数とCSデジタル放送視聴契約
者数を毎月把握する。

放送法令・電波
法令
免許制度整備

国民への情報
提供
衛星放送の在り
方の検討

国際放送の推
進

国際放送の実施状況 毎月、把握する 毎年度
国際放送の推進については、国際放送の実施
状況を毎月把握する。

日本放送協会交付
金（短波国際放送）

ケーブルテレビ
の普及・高度化

ケーブルテレビのデジタル放送への対
応状況

ほぼ100％ 22年度

国民が広くデジタル放送を享受するためには、
ケーブルテレビのデジタル化対応が不可欠であ
り、その進捗状況の目標値は、「e-Japan重点計
画-2003」において、「ケーブルテレビについて
は、2010年までにすべてデジタル化されることを
目指し」とされているところである。

新世代地域ケーブ
ルテレビ施設整備
事業費補助金

財政投融資、税
制
事業者への周
知等

民放テレビ・ラ
ジオの難視聴
等の解消

難視聴解消世帯数 1,000世帯 16年度
民放テレビ・ラジオの難視聴等の解消状況を示
す難視聴解消世帯数により本施策の進行管理
をするものである。

民放テレビ・ラジオ
放送難視聴等解消
施設整備事業

地上デジタル放送を開始するための前提となる
アナログ周波数変更対策の進捗状況、放送開
始に必要な設備投資に対する支援措置の進捗
状況を表す高度テレビジョン放送施設整備促進
臨時措置法に基づく認定事業者数及び地上デ
ジタル放送の普及状況を表す開局数・カバー世
帯率により、本施策の進行管理をするものであ
る。

電気通信事業の市場規模

電気通信事業者数の推移

ブロードバンドインターネット加入者数の
推移

電気通信サービスの料金の低廉化の状
況

競争評価の実施状況

（三大広域圏の）アナログ周波数変更対
策進捗率

高度テレビジョン放送施設整備促進臨
時措置法に基づく認定事業者等

地上デジタルテレビジョン放送の開局
数・世帯カバー率

地上放送のデ
ジタル化の推進

電気通信事業
における競争環
境の整備

電子政府・電子自治体の推進につ
いては、国民の利便性・サービスの
向上、ＩＴ化による業務改革を目標と
して取り組まれるものであることか
ら、当該政策に係る国民の利用環
境や業務システムの効率化の状況
を示す左記指標により評価するも
のである（左記目標値・目標年度に
ついては、右記「施策の指標及び目
標の設定についての考え方」参
照）。

アナログ周波数変
更対策

免許制度整備

対17年度2割増加

3,000万件

100%

全府省等

インターネット普及率
と同程度の利用率

100%

申請・届出等手続におけるオンラ
イン利用件数

電子政府の総合窓口（e-Gov）へ
のアクセス件数（利用件数）

業務・システムの最適化計画の策
定率

人事・給与関係業務情報システム
の導入完了府省等数
　
行政手続のオンライン利用率
　
　
電子申請が可能な地方公共団体
の割合

加入者系光ファイバ網集線点光
化率

電気通信事業の市場規模

電気通信事業者数の推移

電気通信サービス料金の低廉化
の状況

18年度

18年度

17年度

－

17年度

17年度

100%

120社程度

約1,700万世帯

18年度

16年度

16年度

電気通信事業の健全な発達及び低
廉なサービスの提供の実現状況
は、その主要分野である各施策の
指標のうち、高度情報通信ネット
ワーク社会の実現に不可欠な光
ファイバ網等の整備状況及び電気
通信事業の各市場における競争の
進展状況を示す左記指標により表
されるものである。

高度で利便性の高い多様な放送
サービスをどこでも利用できる社会
の実現状況は、デジタル放送の普
及状況及び難視聴解消による情報
格差の是正状況により表されるも
のであり、これらの施策について設
定した指標及び目標値によるもの
である。
また、ＢＳデジタル放送受信世帯数
及びＣＳデジタル放送視聴契約者
数については、国が目標を設定す
るという内容になじまないものであ
る。

新
た
な
I
T
社
会
の
構
築

高度で利便性の高
い多様な放送サー
ビスをどこでも利用
できる社会の実現

利用者本位の行政
サービスの提供及
び簡素で効率的な
政府の実現に向け
た電子政府・電子
自治体の推進

電気通信事業の健
全な発達及び低廉
なサービスの提供

金融支援（財政
投融資、無利
子・低利融資、
債務保証）及び
税制支援（国
税、地方税）

電気通信事業
法令の整備

各種ガイドライ
ン等の整備

競争評価の実
施

事業者等へのヒ
アリング

事業者等への
周知

国際会議等

調査研究の実施

電気通信情報公開
システムの維持・運
用

－

－

－

－

毎年１回以上

－

－

－

－

毎年度

電気通信事業の各市場における競争の進展状
況は、左記指標を適切に組み合わせることによ
り把握することが可能であり、更に特定の分野
については詳細な競争評価を毎年１回行うこと
により政策の達成度を評価することが可能。

（三大広域圏の）アナログ周波数
変更対策進捗率

高度テレビジョン放送施設整備促
進臨時措置法に基づく認定事業
者等

地上デジタルテレビジョン放送の
開局数・世帯カバー率

ＢＳデジタル放送受信世帯数
ＣＳデジタル放送視聴契約者数

ケーブルテレビのデジタル放送へ
の対応状況

難視聴解消世帯数

100%

－

－

－

18年度

16年度

16年度

－

22年度

16年度

17年度

－

－

－

100%

120社程度

約1,700万世帯

－

ほぼ100％

1,000世帯
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左記指標にかかる目標値 目標年度 政策の指標等及び目標の設定についての考え方 左記指標にかかる目標値 目標年度 施策の指標及び目標の設定についての考え方 予　　算 制度の企画等 情報提供その他

施　　　　　策左記政策の主な指標
（参考となる指標）

分野 左記施策の実施手段（一定のものは事業評価を実施）政策
（実績評価対象政策） 左記施策の主な指標

別表

地域の情報化
の推進

地域公共ネットワークの全国整備率 100% 17年度

地域公共ネットワークの全国整備の実現への貢
献状況を示す地方公共団体による整備事業の
実績により本施策の進行管理をするものであ
る。目標値は、e-Japan重点計画２００３に基づく
ものである。

地域イントラネット基
盤施設整備事業等
地域インターネット
導入促進事業

財政投融資、税
制

沖縄国際情報
特区構想の実
現

沖縄に進出した情報通信関連企業数な
どの企業集積状況

対前年度比増
22年度
までの
各年度

沖縄経済振興２１世紀プランで提言された沖縄
国際情報特区構想の推進方策のうち、国内外
の情報通信関連企業、研究機関等の誘致促
進・集積・育成の方策により、国民にとって施策
に関わる状況がどのようにあるかを表す「沖縄
に進出した情報通信関連企業の集積状況」と
いった主な指標によることが適当である。また、
目標年度についても同構想の計画最終年度と
する。

ＩＴ産業等集積基盤
整備事業等

沖縄振興特別
措置法

沖縄振興計画

情報通信産業
振興地域及び情
報通信産業特
別地区（税制措
置）

コンテンツの流
通促進

実証実験等の状況 システムの実証 16年度

社会・経済のＩＴ化の推進及びＩＴ利活用の促進
への貢献の状況を示すコンテンツの流通を促進
するための実証実験等の状況の指標により本
施策の進行管理をするものである。目標値はe-
Japan重点計画2003等に基づくものである。

ブロードバンド・コン
テンツの制作・流通
の促進
アーカイブコンテン
ツのネットワーク利
活用の促進
Ｗｅｂ情報のアーカ
イブ化の促進

電子商取引の
普及発展

国民への電子署名及び認証業務に関す
る普及啓発活動の実施状況

講演活動の実施4回以
上

16年度

電子商取引の普及発展には国民への電子署名
及び認証業務に関する普及啓発活動が重要であ
ることから、その状況を示す左記指標により本施
策の進行管理をするものである。

研究開発
電子署名及び
認証業務に関
する法律等

財政投融資
事業者に対する
要請、国民への
普及啓発

情報通信分野
の人材育成

研修受講者数 12,000人 17年度

情報通信分野の人材育成への貢献の状況を示
す研修受講者数の指標の状況により本施策の
進行管理をするものである。目標値はｅ－Japan
重点計画2003に基づくものである。

人材研修事業支援
事業

電気通信に関
する資格制度
整備

情報通信ニュー
ビジネスの振興

ベンチャー企業に対する助成の成果（特
許等取得率）

80% 17年度

ＩＴベンチャーにとって、技術開発に伴う特許等の
取得は成功の鍵とされており、これを指標及び
目標として、情報通信ニュービジネスの振興施
策の進行管理をするものである。

ベンチャー企業へ
の助成等

民間部門との
協調の推進等
のための制度
整備

ベンチャー企業
への情報提供
財政投融資、税
制

情報バリアフ
リー環境の整備

字幕付与可能な総放送時間に占める字
幕放送時間の割合

100% 19年度

情報バリアフリー環境の整備の実現への貢献の
状況を示す字幕付与可能な総放送時間に占め
る字幕放送時間の割合の状況により本施策の
進行管理を行うものである。
目標値については、平成19年までに字幕付与可
能な放送番組全てに字幕を付与することを目途
とした「字幕放送の普及目標」を行政の指針とし
て策定し取組みを推進しており、e-Japan重点計
画-2003(平成15年8月)にも定められているもの
である。

字幕番組・解説番
組等の制作促進事
業

高齢者・障害者向
け通信・放送サービ
ス充実研究開発助
成金　等

国民、地方公共
団体、ＮＰＯ、民
間企業等への
情報提供

情報バリアフ
リーに関する検
討

社会・経済のＩＴ化の推進及びＩＴ利
活用の促進の実現の状況は、その
主要分野である各施策の実現状況
により表されるものであり、これら施
策について設定した指標及び目標
値のうち、特に国民や企業、社会に
とって政策に関わる状況がどのよう
にあるかを示す左記の指標及び目
標値によるものである。

政策目標の実現への貢献の状況を示す「特定
電子メールの送信の適正化等に関する法律」に
基づく措置状況、非常時における通信確保のた
めのネットワーク・ガイドラインの活用状況、技術
基準不適合設備に関する実態調査等の指標に
より、本施策の進行管理をするものである。
なお、目標値は特定電子メール法第１２条や各
システムの運用想定時期等により設定してい
る。

毎年度

18年度

16年度

毎年度

16年度

18年度

新
た
な
Ｉ
Ｔ
社
会
の
構
築

特定電子メールの
送信の適正化等に
関する調査研究そ
の他の消費者支援
策の推進

電気通信事業者に
おける情報セキュリ
ティ体制の確立等
に係る施策その他
の情報セキュリティ
施策の推進

情報セキュリティ普
及啓発

無線インターネット
アクセスの利用促
進に関する調査研
究

電気通信機器の基
準認証制度に関す
る調査の実施等

非常時における防
災関係機関等が保
有する情報通信シ
ステム相互利用等
に関する調査研究

「コンテンツ安心
マーク」（仮称）制度
創設の推進

関係法令等の
整備

相互利用のガ
イドラインの策
定

情報通信利用の適正化、情報通信ネッ
トワークにおける情報セキュリティ対策
の実施状況

　・特定電子メールの送信の適正化等に
　 関する法律等に基づく措置状況
　・非常時における通信確保のための
　 情報伝達ネットワークの構築及び活
　 用状況
　・情報通信ネットワークにおける情報
　 セキュリティ評価手法の標準化状況
　 及び国内での活用状況
　・特定無線設備等による混信等の未然
　 防止等

　・無線LANのセキュリティ対策に関する
　 周知啓発の実施状況

非常時における防災機関などが保有す
る情報通信システムの相互利用等の構
築及び活用状況

情報通信利用
の適正化、情報
セキュリティ対
策及び情報通
信ネットワーク
の安全・信頼性
の向上

研究開発等の状況の公
表等
ネットワークの構築

評価システムの構築

基準不適合機器の市場
における流通実態の調
査等の実施
ガイドラインの改訂

ネットワークの構築

社会・経済のＩＴ化
の推進及び安心・
安全な利用環境の
整備等によるＩＴ利
活用の促進

地域公共ネットワークの全国整備
率

情報通信利用の適正化、情報通
信ネットワークにおける情報セ
キュリティ対策の実施状況

　・非常時における通信確保の
　　ための情報伝達ネットワー
　　クの活用状況
　・情報通信ネットワークにおけ
　　る情報セキュリティ評価シス
　　テムの活用状況
　・無線LANのセキュリティ対策
　　に関する周知啓発の実施
　　状況

非常時における防災機関などが
保有する情報通信システムの相
互利用等の構築及び活用状況

研修受講者数

ベンチャー企業に対する助成の成
果（特許等取得率）

100%

ネットワークの構築

評価システムの構築

ガイドラインの改訂

ネットワークの構築

12,000人

80%

苦情相談の対
応

税制

電気通信事業
者、国民への情
報提供

情報セキュリティ
対策の検討

国際標準化活
動への寄与

防災関係機関、
国民への情報
提供

17年度

18年度

16年度

16年度

18年度

17年度

17年度
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左記指標にかかる目標値 目標年度 政策の指標等及び目標の設定についての考え方 左記指標にかかる目標値 目標年度 施策の指標及び目標の設定についての考え方 予　　算 制度の企画等 情報提供その他

施　　　　　策左記政策の主な指標
（参考となる指標）

分野 左記施策の実施手段（一定のものは事業評価を実施）政策
（実績評価対象政策） 左記施策の主な指標

別表

新たな電波利
用システムの導
入

超高速インターネット衛星の研究開発の
状況

第４世代移動通信システムの実現の状
況

ITSにおける高速インターネットの実現の
状況

ITSの利活用を推進するためのプラット
フォームの構築

実用化

実現

実現

実現

22年度

22年度

17年度

17年度

新たな電波利用システムの導入への貢献の状
況を示す第４世代移動通信システムの実現の状
況、ITSにおける高速インターネットの実現の状
況及びITSの利活用を推進するためのプラット
フォームの構築の指標により本施策の進行管理
をするものである。目標値及び目標年度はe-
Japan重点計画-2003に基づくものである。

第４世代移動通信
システム実現のた
めの研究開発

ＩＴＳ実現のための
情報通信技術の研
究開発

ＩＴＳ情報通信技術
の国際展開に関す
る調査研究

ＩＴＳ利活用推進の
ための調査開発

電波法令の整
備

免許人等への
情報提供

迅速な周波数
の再配分の実
現等による電波
の有効利用の
推進

　
電波の利用状況の調査・公表・評価の
実施状況

電波の有効利用の推進方策に係る制度
の改正等の検討の進捗状況

３年を周期として周波数
帯を３区分して区分ごと
に実施

①770MHz以下

②770MHzを超え3.4GHz
以下

③3.4GHzを超えるもの

5GHz帯において
100MHz幅の周波数の
再配分を行う。

毎年度

17年度

電波の実際の利用状況を調査し、評価を行うこ
とにより、電波の有効利用の推進を図るととも
に、新たな電波ニーズに的確に対応し、迅速な
周波数の再配分の実現等に資するものである。

電波の利用状況の
調査・公表・評価の
より一層の円滑化

電波再配分のため
の給付金

電波利用料の抜本
見直し

給付金制度の
導入

電波登録制度
の導入

電波利用料の
抜本見直し

無線局に関する
情報の提供

電波の利用状
況の調査・公
表・評価

電波を有効に、
また、安心・安
全に利用するた
めの環境整備

遠隔操作による電波監視地域の人口カ
バー率

73.4% 16年度

電波利用の適正化・効率化を図ることにより電
波の有効利用及び安心で安全な電波利用環境
の一層の整備のため、遠隔操作による電波監
視地域の人口カバー率等を勘案しつつ、施策を
推進する。

電波監視施設の整
備・維持運用

電波利用環境
の整備（移動鉄
塔）

過疎地域等において新たに携帯電話が
利用可能な状態となった人口数

10万人 17年度

世界最先端のワイヤレスブロードバンド環境実
現を目指した公平かつ能率的な電波利用の促
進への貢献の状況を示す「過疎地域等において
新たに携帯電話が利用可能な状態となった人口
数」の指標の状況により本施策の進行管理をす
るものである。目標値はe-Japan重点計画-2003
に基づくものである。

移動通信用鉄塔施
設整備事業

世界最先端のワイヤレスブロードバ
ンド環境実現を目指した公平かつ
能率的な電波利用の促進への実現
の度合いは、その主要分野である
新たな電波利用システムの導入の
実現状況及び電波利用環境の整
備（移動鉄塔）の施策の実現状況
により表されるものであり、これらの
施策について設定した施策及び目
標値によるものである。

新
た
な
I
T
社
会
の
構
築

世界最先端のワイ
ヤレスブロードバン
ド環境実現を目指
した公平かつ能率
的な電波利用の促
進

実用化

実現

実現

実現

10万人

超高速インターネット衛星の研究
開発の状況

第４世代移動通信システムの実現
の状況

ITSにおける高速インターネットの
実現の状況

ITSの利活用を推進するためのプ
ラットフォームの構築

過疎地域等において新たに携帯
電話が利用可能な状態となった人
口数

22年度

22年度

17年度

17年度

17年度
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左記指標にかかる目標値 目標年度 政策の指標等及び目標の設定についての考え方 左記指標にかかる目標値 目標年度 施策の指標及び目標の設定についての考え方 予　　算 制度の企画等 情報提供その他

施　　　　　策左記政策の主な指標
（参考となる指標）

分野 左記施策の実施手段（一定のものは事業評価を実施）政策
（実績評価対象政策） 左記施策の主な指標

別表

専門家による評価において成果あ
りと評価される割合

ＩＴＵ、ＩＥＴＦ等における標準提案の
件数

80％

20件程度

毎年度

17年度
情報通信分野
における重点領
域の研究開発
の推進

専門家による評価において成果ありと評
価される割合

外部評価の実施回数

80％

2回以上

毎年度

毎年度

研究開発を推進する活動の成果を総合的かつ
客観的に表す数値的指標並びに研究開発成果
を適切に把握するための活動に関する業務指
標及び目標により本施策の進行管理をするもの
である。

重点的研究資金制
度による研究開発
課題

情報通信分野
における研究開
発の競争的環
境の創出

同上 同上 同上 同上
競争的研究資金制
度による研究開発
課題

情報通信に関
する標準化の
推進

国際的な連携に係る会合の開催

ＩＴＵ、ＩＥＴＦ等における標準提案の件数
（情報通信分野における標準の形成状
況）

1回以上

20件程度

毎年度

17年度

国際共同研究開発等を推進する活動の成果を
表す数値的指標及び目標値並びに国際標準化
機関等に対する活動の成果を表す数値的指標
及び目標値により本施策の進行管理をするもの
である。

情報通信分野にお
ける標準化活動の
強化

国際的次世代情報
通信網共同研究の
推進

情報通信ネットワー
クのセキュリティ評
価等に関する調査
研究　等

本政策の目標達成状況は、その主
要分野である各施策の実現状況に
より表されるものであり、各施策の
指標のうち、それぞれの活動の成
果による政策目標の実現の状況を
表す数値的指標として左記の指標
及び目標により評価するものであ
る。

二国間における
協議等
　
国際機関等にお
ける協議等

－

20年度

　
22年度

　
二国間・多国間
等の枠組みに
よる国際的な課
題を解決するた
めの協調及び
貢献

二国間定期協議、政策対話の実施状況
と成果及び情報通信に関する意見交換
の実施状況等

国際機関等における会議への参画状況
と成果及び情報通信分野に関する意見
交換の実施状況等

ＩＴ政策・制度支援ネットワークにおける
アジア諸国からのアクセス状況
 
国際共同実験の実施状況
 
 
 
 
 
 

ICT分野における研修やセミナー等の
実施状況

１回以上

　
　
１回以上
　

140万アクセス

国際ＩＸ形成のための技
術の研究開発状況並び
に電子商取引プラット
フォーム基盤整備及び
多言語対応環境確立等
に関する国際共同実験
の進捗状況とシステム
等の整備
　
ICT分野の人材育成
3,000人

16年度

 

16年度

 

16年度

17年度

22年度

　
電気通信に関する
国際政策協議の開
催
 
国際機関等への拠
出金の支出等

ＩＴ政策・制度支援
ネットワークの構築
　
国際情報通信ハブ
形成のための高度
IT共同実験

グローバルな高度情報通信ネット
ワーク社会実現のためには、定期
協議、政策対話等を通じた我が国
情報通信行政の国際理解の推進
や二国間における課題の解決等を
図ることが重要である。そのため、
我が国情報通信行政に対する国際
理解や課題解決の推進状況等を指
標として設定した。さらに課題解決
の具体的な状況を図る指標・目標と
してアジア・ブロードバンド計画の推
進状況を設定した。

グローバルな高度情報通信ネットワーク社会の
実現への貢献状況を示す我が国の情報通信行
政の国際理解の推進等の状況、デジタル・ディ
バイド解消の一助となるアジア諸国からのウェブ
サイトへのアクセス状況、研究開発実証実験の
効果を測定する左記指標等を設定し、本施策の
進行管理をするものである。

新
た
な
I
T
社
会
の
構
築

グローバルな高度
情報通信ネット
ワーク社会の実現
への貢献

二国間定期協議、政策対話、国際
機関における協議等を通じた我が
国情報通信行政に対する国際理
解の推進や課題解決の状況等

アジア・ブロードバンド計画の推進
状況

ユビキタスネット
ワーク社会の実現
に向けた情報通信
技術の研究開発・
標準化の推進

－

　
１０か国以上のアジア
諸国との間でＩＣＴ分野
での協力関係を推進

アジア諸国におけるＩ
ＣＴ分野の人材育成
3,000人を実現
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左記指標にかかる目標値 目標年度 政策の指標等及び目標の設定についての考え方 左記指標にかかる目標値 目標年度 施策の指標及び目標の設定についての考え方 予　　算 制度の企画等 情報提供その他

施　　　　　策左記政策の主な指標
（参考となる指標）

分野 左記施策の実施手段（一定のものは事業評価を実施）政策
（実績評価対象政策） 左記施策の主な指標

別表

－

－

0

－

毎年度

毎年度

毎年度

－

日本郵政公社の監督の状況（命令、報
告等）

郵政事業の制度等の企画立案に必要な
調査・研究

－

各調査研究について所
期の成果を達成

毎年度

毎年度

業績評価、経営
改善命令

業績評価の公
表

郵政事業に係
る制度の企画
立案

郵政事業に係る制度の企画立案の状況

郵政事業の制度等の企画立案に必要な
調査・研究

－

各調査研究について所
期の成果を達成

毎年度

毎年度

総務省は、郵便局ネットワークを通じたユニバー
サルサービスの提供等郵政事業の適切かつ確
実な実施を確保するため、日本郵政公社の経営
状況等を報告させ、必要な措置を講ずることとし
ている。しかし、制度の企画立案については、当
該年度の経済環境等日本郵政公社を取り巻く
環境に応じて変化するものであり、その年度に
おいて実施した制度の企画立案の内容により本
施策の進行管理をするものである。併せて、郵
政事業に係る制度の企画立案に資する調査研
究を行い、調査研究の所期の成果を達成するこ
とにより本施策の進行管理の一助とするもので
ある。

制度の企画・立
案

地域の拠点とし
ての郵便局ネッ
トワークの活用
の推進

郵政事業の制度等の企画立案に必要な
調査・研究

各調査研究について所
期の成果を達成

毎年度

地域の拠点としての郵便局ネットワークの推進
を図るために、調査研究を行い、調査研究の所
期の成果を達成することにより本施策の進行管
理をするものである。

国際郵便関係機関等の会議の出席状
況

年間３回以上 16年度
第23回万国郵便大
会議対策

万国郵便条約
等の改正

ＵＰＵ活動への人的、財政的貢献

職員１名派遣、最高分
担等級50単位等級によ
る連合の経費分担
（1,968,000ｽｲｽﾌﾗﾝ、173
百万円相当）

16年度

国際機関への分担
金の拠出　　等

地方事業者説明会への開催回数

地方事業者説明会等への参加事業者
数・申請の手引きの配布数

各地方局１回以上

全国400社以上

16年度

16年度

郵政公社（郵便業
務）に対する監理

郵政公社に対する
業績評価の実施に
伴う調査研究

社会経済環境の変
化が郵便貯金・簡
易生命保険に及ぼ
す影響等に関する
調査研究

郵便を取り巻く市場
環境に関する調査
研究

諸外国における郵
便貯金制度に関す
る調査

諸外国の生命保険
事業に関する調査

簡易保険に関する
基礎調査

諸外国の郵政事業
に関する総合的な
調査研究

地域の拠点としての
郵便局ネットワーク
の活用の推進

個人金融に関する
調査

本政策は、信書便法の施行により、
適正な業務運営の下、事業者の創
意工夫による多様なサービスが提
供されることにより、利用者利便の
向上が図られることを達成目標とし
ている。政策の指標としての事業者
数については、実際にサービスを提
供する主体及び利用者の選択機会
を示すものであり、同法の目的とす
る利用者の選択の機会の拡大によ
る利用者利便の向上の達成状況を
図る客観的な指標としては妥当で
あると考えられるが、他方、同法に
基づく事業への参入については、
最終的に各事業者の経営判断に委
ねられるべきものである点を考慮す
ると、行政として具体的な目標とす
べき数値として設定することは必ず
しも適切ではないと考えられる。ま
た、事業者の参入状況について
は、例えば全ての政令指定都市に
事業者が参入しているかどうか、と
いった事業者数のみでは把握し得
ない利用者利便の向上の達成状況
を図る上での参考となる指標であ
る。

本件施策に関し、事業者の参入を促進し、利用
者の選択の機会拡大に資するため、各地方局
において事業者説明会等の周知・広報活動を年
１回以上実施することとし、参加事業者に対し参
入の手引きを配布することとする。

総務省は、郵便局ネットワークを通じたユニバー
サルサービスの提供等郵政事業の適切かつ確
実な実施を確保するため、郵政公社の経営状況
等報告させ、必要な措置を講ずることとしてい
る。しかし、日本郵政公社の監督の状況につい
ては、予め定量的な指標等により目標を定め達
成状況を測ることは困難であり、当該年度の経
済環境等に応じて、郵政事業がどのように実施
されたかによって評価すべきものであり、日本郵
政公社の監督の状況等を総合的に勘案して判
断するものである。また、日本郵政公社の経営
基盤の確立に資する調査研究を行い、調査研
究の所期の成果を達成することにより本施策の
進行管理の一助とするものである。

国際機関における我が国の政策の
反映を強固にする要素として、積極
的に会合等への参画とともに、恒常
的な職員派遣及び国際機関の経費
の積極的な分担を通じ、国際機関
の業務を人的、財政的に支援して
いくことが不可欠との観点から、同
指標等を設定している。

国際郵便分野に関し、二国間・多国間での課題
を解決するためには、ＵＰＵ管理理事会、ＵＰＵ
郵便業務理事会等の国際会議に我が国が積極
的に参画し、加盟国と政策協調を図ることによっ
て我が国政策を的確に反映し、実現することを
可能とするとの観点から、同指標等を設定して
いる。
国際機関における我が国の政策の反映を強固
にする要素として、恒常的な職員派遣及び国際
機関の経費の積極的な分担を通じ、国際機関
の業務を人的、財政的に支援していくことが不
可欠との観点から、同指標等を設定している。

日本郵政公社
の経営基盤の
確立

信書便分野の
振興

国際協調・貢献
の推進

新
た
な
郵
政
行
政
の
推
進 国際郵便分野にお

ける国際協調の推
進による利用者の
利便の向上

信書の送達の事業
への民間参入制度
の実施による利用
者の利便の向上

郵政事業の適正か
つ確実な実施の確
保による国民生活
の安定向上及び国
民経済の健全な発
展

説明会の開催

申請マニュアル
の調製・配布

信書便事業者に対
する監理

諸外国における郵
便及び信書便事業
の規制及び動向調
査

事業者数

（参考となる指標）
事業者の参入状況

日本郵政公社の監督の状況
（命令、報告等）

郵政事業に係る制度の企画立案
の状況

郵便局配置空白市町村数

（参考となる指標）
中期経営目標の目標値達成状況

ＵＰＵ活動への人的、財政的貢献

総務省は、郵便局ネットワークを通
じたユニバーサルサービスの提供
等郵政事業の適切かつ確実な実施
を確保するため、郵政公社の経営
状況等報告させ、又は検査し、必要
な措置を命ずることとしている。しか
し、これら一連の監督や制度の企
画立案については、予め定量的な
指標等により目標を定め達成状況
を測ることは困難であり、当該年度
の経済環境等に応じて、郵政事業
がどのように実施されたかによって
評価すべきものであり、日本郵政公
社の監督の状況等を総合的に勘案
して判断するものである。また、郵
政事業はユニバーサルサービスを
提供していくこととしており、空白市
町村数を０として設定することによ
り、国民生活の安定向上を図る指
標の一環とする。

－

－

－

－

職員１名派遣、最高分
担等級50単位等級に
よる連合の経費分担
（1,968,000ｽｲｽﾌﾗﾝ、
173百万円相当）

16年度

10



左記指標にかかる目標値 目標年度 政策の指標等及び目標の設定についての考え方 左記指標にかかる目標値 目標年度 施策の指標及び目標の設定についての考え方 予　　算 制度の企画等 情報提供その他

施　　　　　策左記政策の主な指標
（参考となる指標）

分野 左記施策の実施手段（一定のものは事業評価を実施）政策
（実績評価対象政策） 左記施策の主な指標

別表

火災予防対策
の強化

小規模雑居ビルにおける消防法令違反
率

危険物施設における事故件数

違反率の低減

事故件数の低減

毎年度

毎年度

火災・災害等による被害の軽減への貢献状況を
示す小規模雑居ビルにおける消防法令違反率
等について、毎年度低減を図ることを施策の進
行管理の目標とする。

消防法等に係る違
反是正指導等に要
する経費

新たな技術に対応
した危険物保安に
関する研究に要す
る経費等

消防法 普及啓発、災害
情報の提供等

消防白書の作
成・公表

地域防災力の
強化

緊急消防援助隊の隊数

自主防災組織の組織率

消防団員数

防災拠点となる公共施設等の耐震改修
実施件数

概ね3,000隊

75％

100万人
（うち女性10万人）

緊急性の高い5,134棟

20年度

20年度

毎年度

19年度

火災・災害等による被害の軽減への貢献状況を
示す緊急消防援助隊の隊数等について、施策
の進行管理の目標とする。目標値、年度は現状
等を勘案し設定したものである。

消防補助金等 消防組織法 災害情報の提
供等

消防白書の作
成・公表

国民への啓発

消防補助金等 消防法救命率の向上への貢献の状況を示す救急救命
士の数等について施策の進行管理をするもので
ある。目標年度は現状等を勘案し設定したもの
である。

火災・災害等による被害の軽減に
ついては、社会環境の変化・天災
等に左右される部分が多いため、
前年度より死者数等を軽減すること
を毎年度の目標にするものである。

国民保護体制の整備については、
全ての都道府県・市町村が国民保
護計画を策定することを目標とする
ものであり、政府における基本指針
の策定やモデル計画等の作成等を
通じて都道府県・市町村の国民保
護計画が早期に策定されるよう支
援するものである。

国民保護体制の整備への貢献の状況を示す都
道府県・市町村における訓練の実施率等につい
て毎年度向上を図ることを施策の目標とする。

死者数の軽減

被害の軽減

毎年度

毎年度

救命率の向上

火災・災害等によ
る被害の軽減

国民保護体制の整
備

救急業務の充
実・高度化

地方公共団体
における対応力
の強化

都道府県・市町村の国民保護計
画の策定率

発生件数、死者数（火災）

発生件数、死者数（災害）

救命率の向上については、搬送に
いたるまでの処置状況、症状等に
応じて救命率が大きく異なってくる
ことを考慮し、前年度より救命率を
向上させることを目標にするもので
ある。

救命率 救命率の向上 毎年度

100%

安
全
で
安
心
な
社
会
の
実
現

－

都道府県・市町村における訓練の実施
率

防災行政無線の整備率

実施率の向上

整備率の向上
（同報系75％）

毎年度

毎年度
（20年

度）

消防白書の作
成・公表

救急救命士の数

救急資機材の整備状況

全救急隊の85％の隊に
救急救命士を１人以上
配置

全救急隊の85％の隊
（救急救命士が配置さ
れた救急隊）に高規格
救急自動車を配置

20年度

20年度

講習の実施等

消防白書の作
成・公表

消防補助金等
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左記指標にかかる目標値 目標年度 政策の指標等及び目標の設定についての考え方 左記指標にかかる目標値 目標年度 施策の指標及び目標の設定についての考え方 予　　算 制度の企画等 情報提供その他

施　　　　　策左記政策の主な指標
（参考となる指標）

分野 左記施策の実施手段（一定のものは事業評価を実施）政策
（実績評価対象政策） 左記施策の主な指標

別表

統計調査の円
滑な実施のた
めの実施体制
の確保及び国
民の協力の確
保

地方自治体の職員及び登録調査員を対
象にした研修の実施状況

登録調査員の確保状況

「統計の日」に関連した活動実績

毎年３回以上実施

登録基準数に対する登
録比率100％超

官庁統計シンポジウム
の開催数　１回
統計データフェアの開催
数　1回

毎年度

毎年度

毎年度

左記政策の目標達成に対する寄与の状況を示
す地方自治体への支援の状況等を検証し、その
結果により本施策の進行管理を行うものであり、
これら指標の目標値は、過去の実績等を勘案し
たものである。

「統計の日」（昭
和47年7月閣議
了解）

地方統計主管
組織への支援

統計調査員確
保対策事業

各種行事の実
施・支援

統計に関する
国際協力の推
進

国際比較可能データの提供

統計関係国際会議への対応状況

提供数　300件（程度）

出席件数　10件（程度）
出席者数　15人（程度）

毎年度

毎年度

左記政策の目標達成に対する寄与の状況を示
す国際協力の状況を検証し、その結果により本
施策の進行管理を行うものであり、これら指標
の目標値は、過去の実績等を勘案したものであ
る。

国際比較可能
データの提供

統計関係の国
際会議への参
加

国勢の基本に
関する統計の
作成

統計調査の実施状況
調査事項・項目の充実の状況
集計内容・事項の充実の状況
国際的基準を踏まえた統計の整備状況
結果公表の迅速性確保の状況
利用者のニーズ等の把握のための研究
会等開催状況
効率的な調査方法等の導入の状況
情報通信技術の導入状況
統計調査の円滑化を図るための各種施
策の実施状況
情報開示・広報に関する施策の実施状
況

－ －

左記政策の目標達成に対する寄与の状況を示
す統計調査の実施状況を検証し、その結果によ
り本施策の進行管理を行うものである。

統計調査の企
画・立案

統計情報の的
確な提供

統計調査結果の提供状況

　・ホームページ収録ファイル数及びアク
　 セス件数

　
  ・統計データ・ポータルサイトのアクセス
　　件数
　・各府省共同利用型データベースの
　　収録統計表数及びアクセス件数

　・総合統計書の刊行

ファイル数：約96万1,000
件
ｱｸｾｽ件数：約232万
5,000件
ｱｸｾｽ件数：約110万件

収録統計表数：約7万
7,000表
ｱｸｾｽ件数：約8万1,000
件
年刊7冊、月刊2冊、そ
の他1冊

16年度

左記政策の目標達成に対する寄与の状況を示
す提供情報の量及びその利用状況を検証し、そ
の結果により本施策の進行管理を行うものであ
り、当該指標の目標値は、過去の実績等を勘案
したものである。

統計情報の提
供

恩給年額の適
正な改定

恩給改定措置予算案の作成

恩給法改正法案の国会提出

－

－

－

－

恩給年額の適正化を図るためには、物価、公務
員給与等の諸事情を総合的に勘案し、改定措
置が必要と認められる場合は、予算案の作成、
恩給法改正法案の国会提出を行うことが必要で
あることから、左記指標の状況により本施策の
進行管理を行うものである。

恩給年額改定
の企画・立案

受給者等に対
するサービスの
向上

相談会等の開催回数・参加者数

恩給相談件数

広報資料の配布部数

恩給関係手続のオンライン利用件数、
住民基本台帳ネットワークの活用件数

全国７か所で各１回開
催

－

約128万部

延べ約512万件（住基
ネット活用件数）

毎年度

－

毎年度

毎年度

受給者等に対するサービスの向上を図るために
は、受給者等の恩給に対する理解の向上を図る
とともに、受給者等の負担軽減に努めることが
必要であることから、左記指標の状況により本
施策の進行管理を行うものである。左記目標値
及び目標年度については、過去の実績等を勘
案したものである。

住基ネット利用 相談会等の開
催

広報資料の作
成・配布

本政策については、恩給制度が国
家補償の性格を有しており、恩給年
額の改定に当たっては総合的に検
討する必要があること等から、具体
的な指標や目標値を設定すること
は困難であるため、「参考となる指
標」により、本政策の目指す定性的
な目標に向かっての達成状況の把
握に努める。

社会経済の変化に対応し、国民生
活の向上に役立つ統計の体系的な
整備・提供を実現するためには、そ
の主要分野である右記各施策を的
確に実施していくことが必要であ
り、これらの施策について設定した
指標及び目標値により評価するも
のである。

左記政策の目標達成に対する寄与の状況を示
す統計調査に関する審査・調整の状況等を検証
し、その結果により本施策の進行管理を行うも
のであり、これら指標の目標値は、過去の実績
等を勘案したものである。

社会・経済の実
態に対応した統
計が作成される
ための調整

（参考となる指標）

毎年度の受給者数、毎年度の恩
給年額

受給者等の恩給に対する理解度

受給者等の支給手続上の負担軽
減度

統計の体系的整備及びこれら統
計調査の円滑な実施

　・指定統計調査及び承認統計
　　調査の審査による改善事例
　（負担軽減の観点からの改善
　　事例を含む。）
　・「事業所・企業データベース」
　　を利用して重複是正が図ら
　　れた調査数
　・地方自治体の職員、登録調
　　査員を対象にした研修の受
　　講後のアンケートに基づく受
　　講者の満足度(「非常に参考
　　になった」または「参考になっ
　　た」と回答した者の割合)
　・統計調査員任命数に占める
　　登録調査員の割合
　・国際会議等への参画状況
　　及び成果

統計調査の実施状況

統計調査結果の提供状況

　・ホームページ収録ファイル数
　　及びアクセス件数等

社会経済の変化に
対応し、国民生活
の向上に役立つ統
計の体系的な整
備・提供

－

毎年度

毎年度

毎年度

－

－

16年度

安
全
で
安
心
な
社
会
の
実
現

 －

20調査（程度）

100%

80%

－

－

ﾌｧｲﾙ数:約96万1,000
件
ｱｸｾｽ件数:約232万
5,000件

統計法、統計報
告調整法

統計調査を定
める産業分類
並びに疾病、傷
害及び死因分
類を定める政令

「国の行政組織
等の減量・効率
化等に関する
基本的計画」
（平成11年4月
閣議決定）

受給者の生活を支
える恩給行政の推
進 ◎

指定統計調査及び承認統計調査の審
査件数

産業連関表を作成するための調整状況
（会議の開催回数）

標準統計分類を作成するための調整状
況（会議の開催回数）

「事業所・企業データベース」に調査履歴
を登録した調査数

指定統計調査45件（程
度）
承認統計調査160件（程
度）

25回

４回

100調査（程度）

毎年度

毎年度

毎年度

毎年度

産業連関表の
作成

標準統計分類
の策定

※　目標の達成状況を的確に測定できる指標がないもの（◎の政策）については、「参考となる指標」の状況を示すことにより 当該政策に係る現状や課題等を明らかにして評価
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